
一  

（
外
交
防
衛
委
員
会
）　

日
本
国
の
自
衛
隊
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
三

 

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
自
衛
隊
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
枠
組
み

 

を
設
け
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
五
年
（
令
和
七
年
）
十
二
月
十
九
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 

　

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
七
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
協
定
は
、
自
衛
隊
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
、
双
方
の
参
加
を
得
て
行
わ
れ
る
訓
練
、
国
際

連
合
平
和
維
持
活
動
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
若
し
く
は
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
の
た
め
の

活
動
、
外
国
で
の
緊
急
事
態
に
お
け
る
自
国
民
等
の
退
去
の
た
め
の
保
護
措
置
若
し
く
は
輸
送
、
連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常

的
な
活
動
又
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
よ
り
物
品
若
し
く
は
役
務
の
提
供
が
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
活
動
の
た
め
に
必
要

 

な
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
基
本
的
な
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
物
品
又
は
役
務
は
、
食
料
、
水
、
宿
泊
、
輸
送
（
空
輸
を
含
む
。
）
、
燃
料
・
油



二

脂
・
潤
滑
油
、
被
服
、
通
信
業
務
、
衛
生
業
務
、
基
地
活
動
支
援
（
基
地
活
動
支
援
に
付
随
す
る
建
設
を
含
む
。
）
、
保
管

業
務
、
施
設
の
利
用
、
訓
練
業
務
、
部
品
・
構
成
品
、
修
理
・
整
備
業
務
（
校
正
業
務
を
含
む
。
）
、
空
港
・
港
湾
業
務
及

び
弾
薬
の
区
分
に
係
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
係
る
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
は
、
付
表
に
お
い
て
定
め
る
。
ま

 

た
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
武
器
の
提
供
を
含
む
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

三
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
決
済
の
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
物
品
又
は
役
務
の

相
互
の
提
供
は
、
こ
の
協
定
に
従
属
し
、
並
び
に
条
件
の
補
足
的
な
細
目
及
び
手
続
で
あ
っ
て
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め

の
も
の
を
定
め
る
手
続
取
決
め
（
そ
の
修
正
を
含
む
。
）
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
手
続
取
決
め
は
、
両
締
約
国
政
府
の
権
限

 

の
あ
る
当
局
の
間
で
作
成
さ
れ
る
。

四
、
こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
が
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通

告
す
る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
協
定
は
、
十
年
間
効
力
を
有
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
後
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
十
年
の
期
間
が
満
了
す
る
少
な
く
と
も
六
箇
月
前
に

他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
て
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
通
告
し
な
い
限
り
、
順
次
そ
れ
ぞ
れ
十
年
の

期
間
、
自
動
的
に
効
力
を
延
長
さ
れ
る
。


